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第
一
条
・
第
一
〇
九
条

国家賠償法・国家公務員法
　

国
家
賠
償
法
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
二
二
年
一
〇
月
二
七
日
法
律
第
一
二
五
号
〕

第
一
条　

国
又
は
公
共
団
体
の
公
権
力
の
行
使
に
当
る
公
務
員
が
、
そ
の
職
務

を
行
う
に
つ
い
て
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
つ
て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え

た
と
き
は
、
国
又
は
公
共
団
体
が
、
こ
れ
を
賠
償
す
る
責
に
任
ず
る
。

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
公
務
員
に
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
あ
つ
た
と

き
は
、
国
又
は
公
共
団
体
は
、
そ
の
公
務
員
に
対
し
て
求
償
権
を
有
す
る
。

　

国
家
公
務
員
法
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
二
二
年
一
二
月
一
〇
日
法
律
第
一
二
〇
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
最
終
改
正　

平
成
二
七
年
九
月
一
一
日
法
律
第
六
六
号
〕

第
一
〇
九
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁

刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　

一　

第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
任
命
を
受
諾
し
た
者

　

二　

第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
故
意
に
人
事
官
を
罷
免
し
な
か
つ

た
閣
員

　

三　

人
事
官
の
欠
員
を
生
じ
た
後
六
十
日
以
内
に
人
事
官
を
任
命
し
な
か
つ

た
閣
員
（
此
の
期
間
内
に
両
議
院
の
同
意
を
経
な
か
つ
た
場
合
に
は
此
の

限
り
で
な
い
。）

　

四　

第
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
て
官
職
を
兼
ね
た
者

　

五　

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
故
意
に
人
事
院
規
則
及
び
そ
の

改
廃
を
官
報
に
掲
載
す
る
こ
と
を
怠
つ
た
者

　

六　

第
十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
故
意
に
人
事
記
録
の
作
成
、
保
管
又
は

改
訂
を
し
な
か
つ
た
者

　

七　

第
二
十
条
の
規
定
に
違
反
し
て
故
意
に
報
告
し
な
か
つ
た
者

　

八　

第
二
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
差
別
を
し
た
者

　

九　

第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
採
用
試
験
の
公
告
を
怠
り
又

は
こ
れ
を
抑
止
し
た
職
員

　

十　

第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
停
職
を
命
じ
た
者

　

十
一　

第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
人
事
院
の
判
定
、
処
置
又


